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平成二十四年第一回定例会 提案理由説明書

平成二十四年第一回定例県議会の開会にあたり、新年度の県政執行の方針とともに、

ただ今上程されました諸議案の説明を申し上げ、皆様の御理解と御協力をお願いするも

のであります。

一 県政執行の方針と予算編成

東日本大震災の発生から一年が経過しようとしています。被災地では、漸く本格的な

復興の槌音が聞こえ始めました。苦難を乗り越えてふるさとの未来に向けて歩み出した

被災地に、これからも必要とされる支援を行っていきたいと思います。そして、振り返

って、我々自身の地震・津波対策にも力を入れていかなければなりません。

さて、本県では昨年、潮目にある時代の潮流を見据え、県民の皆さんとともに「安心

・活力・発展プラン二○○五」を改めて練り上げました。今年は、様々な思いが込めら

れた、その見直しプランを大分の未来図として、ともに築いていくスタートの年であり

ます。プランに掲げた目標を共有し、ともに汗を流し、夢と希望あふれる大分県づくり

に挑戦してまいります。

安心の大分県に向けては、互いに助け合い支え合って安全・安心を共有できる社会を

目指し、子育て不安の解消、高齢者の見守り、障がい者の自立を進めます。併せて、小

規模集落の課題、買い物弱者対策にも力を入れます。

活力ある大分県では、魅力ある、従って持続可能な農林水産業に向けて構造改革を急

ぎ、また、本県産業の活力の源泉である中小企業の振興策を充実し、新たな環境のもと

で、エネルギー政策を強化します。

発展の大分県に向けて、変革の時代を乗り切る人材育成を進めます。また、地域発展

の基盤となる社会資本の整備を急ぎます。

国の分権型社会に向けた取組も漸く動き始めた感があり、国の出先機関廃止の動きに

呼応して提言した九州広域行政機構の設立を目指し、国との協議を進めます。

こうして中長期の視点を持って諸政策に取り組む中、足下の景気・雇用については、

なお先行きの不透明感が払拭しきれない状況です。ここにも、注意深く目を向け、しっ

かりと対応していかなければなりません。

予算編成にあたっては、このような認識のもと、プランの見直しに込められた県民の

皆さんの思いに一つでも多く応えられる予算となるよう衆知を集めたところです。

二 予算の概要

以上のような考え方に基づいて進めた予算編成ですが、各種基金事業の廃止、縮小な

どにより、投資的経費を中心に事業費の大幅な減少が見込まれるという厳しい状況から

のスタートとなりました。

そうした中、給与構造改革など行革努力により人件費を五年連続で減少させ、また、

前例踏襲予算の継続を認めないなどスクラップ・アンド・ビルドを徹底し、それをおお

いたの元気に繋がる事業に振り向けたところです。
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特に、見直しプラン実行元年として、「おおいた元気枠」を活用した新たな政策の芽出

しや、回復の動きに一服感が見られる県内経済の情勢を踏まえた景気・雇用対策などに

腐心したところであります。

この結果、平成二十四年度一般会計当初予算案は、五千八百五十六億六千万円となり、

前年度の七月現計予算と比較しますと、二・一％のマイナスになりますが、公共事業、

単独事業はともに対前年度プラスとし、投資的経費全体でも、後日提案を予定している

三月補正と併せた十三カ月予算として、前年度を上回る額を確保するなど、現下の諸課

題にも対応する、前向きな予算を編成したところであります。

以下、予算案について、新規重点事業を中心に概要を説明申し上げます。

第一 互いに助け合い、支え合う安心・安全の大分県

（「子育て満足度日本一」の実現）

子育て満足度日本一を目指し、子ども、子育て支援に取り組んでいるところですが、

昨年十一月、虐待により幼い命が奪われる痛ましい事件が起こりました。早々に、市町

村長にもお集まりいただき、再発防止策など色々と議論をしたところです。大事なこと

は、関係機関の情報共有と連携、職員の対応力向上であり、直ちに取り組むこととしま

した。

虐待に対する早期対応マニュアルを作成し、児童生徒に直接接する保育士や幼稚園、

小・中学校の教諭等全ての関係者に周知徹底するとともに、緊急の虐待通報に万全の対

応ができるよう、いつでも子育てほっとラインについて夜間相談体制を充実するほか、

虐待の一因ともなる、望まない妊娠等に悩む女性をサポートする「妊娠の悩み相談セン

ター」を開設します。

また、自閉症などの発達障がいには、早期発見と継続的な療育支援の体制づくりが急

がれます。そのため、市町村が実施する三歳児健診や五歳児健診において、全ての幼児

を対象にスクリーニングを実施するとともに、専門医等による相談会を開催します。個

別の支援が必要な児童には、個人ごとに支援ファイルを作成し、就学前後で途切れない

支援体制を構築します。

子育て支援の観点からも、ひとり親家庭への支援を充実します。医療費助成について、

窓口での立て替え払いや申請手続きなどの負担を解消するため、現物給付制度を導入し

ます。

（高齢者の元気づくりと支え合い）

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる体制づくりも重要課題です。地域とし

て、高齢者を見守り、一人ひとりの状況や変化に応じて、必要とされる医療や介護、生

活支援サービスなどを切れ目なく提供する仕組み、いわゆる地域包括ケアシステムの構

築が急がれます。そのため、地域包括支援センターの見守り活動や相談支援などを充実

するとともに、高齢者の自立に向けて、多様なケアプランの作成に取り組む市町村を支

援します。

高齢化の進展に伴って増加する認知症への対応も急ぎます。認知症には早期発見と重

症化予防が重要です。そこで、軽度認知障害を発見するチェックシートを作成するとと

もに、重症化を防ぐプログラムを開発するほか、かかりつけ医に専門研修を実施し、認
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知症相談医に認定することで、初期段階から適切な医療が受けられる体制を構築します。

知識や経験が豊富な高齢者の社会参加も大事です。サロンなど活動拠点の交流機能強

化に引き続き支援するとともに、スポーツや健康づくりなど高齢者が取り組む地域活動

への支援を拡充します。

（障がい者の自立支援）

障がいのある方が住み慣れた地域で働きながら、安心して生活が送れるよう障がい者

の自立支援にも力を入れます。中でも、障がい者雇用率全国一位の奪回を目指し、就労

による自立に向けた取組を強化します。

そこで、本年四月、特別支援学校四校に一般就労を目指す職業コースを設置し、作業

学習などの時間数を倍増するとともに、モップがけなどメンテナンス技術の検定制度を

創設します。加えて、各種事業所における実践的な職業訓練にも取り組み、また、一般

就労に繋がらなかった生徒には特別支援学校でのトライアル就労を実施します。

さらに、障がい者の就労工賃の向上では、施設職員の営業力強化研修を実施するとと

もに、「けんちようのパン屋さん」を活用した商品の販売拡大や防災備蓄クッキーの生産

を通じた品質の統一を進め、共同生産・受注モデルの確立を目指します。

このほか、大分市昭和通り交差点の歩道橋について、バリアフリー化に向けて検討す

るため、横断歩道の試行運用を行います。

（医療の充実、健康づくりの推進）

どこに住んでいても適切な医療を受けられる体制づくりも進めます。ドクターヘリに

ついて、基地病院の整備等を進め、九月に運航を開始します。それに先立ち、基地病院

となる大分大学医学部附属病院について、ＩＣＵ十九床を整備し、広範囲熱傷など重篤

な特殊疾患に対応する高度救命救急センターに指定します。併せて、懸案でありました

精神疾患専用の救急病床についても、同病院に五床確保し、自殺企図者など身体合併症

のある精神疾患患者の受入体制を整備します。

（暮らしの安全・安心）

東日本大震災は、私どもに数々の教訓を残しました。震災後直ちに見直しに着手した

県地域防災計画は、昨年末に素案を公表したところです。県民の皆さんのご意見などを

踏まえ、海溝型地震に加えて、活断層型地震に伴う津波に対しても万全を期すため、浸

水予測、被害想定調査を実施し、計画に反映させます。

計画の見直しと並行して、既に県、市町村一体となって、ハード、ソフト両面の防災

・減災対策を進めています。津波ハザードマップ等を追加し、引き続き市町村の取組に

助成するとともに、自主防災組織の活動を活性化させるため、単年度で三千名の防災士

を養成します。

今回の大震災の教訓の一つは、日頃から児童生徒の防災訓練を実施することの重要性

です。そこで、学校での児童生徒の安全確保に向けて、公立学校では、実践的な防災教

育の事例集を作成し、全学校に普及させるとともに、私立学校に対しても、幼児用紙芝

居や誘導灯の整備など防災教育、避難訓練の取組に対し助成します。

災害発生時の備えにも万全を期してまいります。避難生活では、高齢者や障がい者へ

の配慮が欠かせません。そのため、福祉避難所の確保を急ぐこととし、県内各地の社会
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福祉施設や、さらには、旅館、ホテル等についても協力を求め、福祉避難所として指定

し、所要の避難訓練を実施します。

また、災害発生後三日間の診療体制を確保するため、二次、三次救急病院の自家発電

装置や受水槽等の整備に対し助成します。

福島原発事故以降、食品の放射能汚染に対する不安が広がっています。そのため、正

確な情報をわかりやすく提供する「食の安心読本」を作成し、講習会を実施するととも

に、学校給食食材の放射性物質検査を毎週実施し、結果を公表します。

（地域の底力の向上）

少子高齢化が進む中で、小規模集落における飲料水の確保や移動手段の整備、集落機

能維持のための応援隊による支援など様々な対策を講じています。そうした中、特に、

日常の買い物確保も、高齢者の暮らしを守るために大事な課題となっています。そこで、

振興局を中心に、支援を必要とする住民と販売事業者との調整に取り組み、移動販売車

や食材保管用冷蔵庫の購入など、持続可能な買い物支援の実施に対し助成します。

また、鳥獣被害には、農林水産物被害額二億円以下を目指し、防護柵の設置延長を大

幅に延ばすとともに、捕獲対策を強化します。有害鳥獣対策の実を上げるためには、集

落が一体となって積極的に取り組むことが極めて重要です。振興局も参加して、有害鳥

獣と戦う集落づくりを進めます。

（恵まれた環境の未来への継承）

県内随所で見られる学術的価値の高い地形や地質は、本県の貴重な地域資源です。二

十五年度の日本ジオパーク認定を目指す姫島村や豊後大野市の取組に対し助成するとと

もに、両地域に続き、津久見市等でシンポジウムを開催します。また、豊かな天然自然

を支える生物多様性への県民理解を深めるため、図鑑に使われる動植物の細密画を活用

した巡回展などを実施します。

第二 いきいきと暮らし働くことのできる活力ある大分県

（農林水産業の構造改革）

農林水産業は、食料の安定供給のみならず、地域の経済や社会を担う産業です。これ

まで、儲かる農林水産業を掲げて構造改革を進めてまいりましたが、今後は、目標を掲

げて、改革をさらに加速させます。

改革の方向は、マーケット起点の商品づくりと力強い経営体の確保・育成です。生産
も の

者、関係団体等と一体となり、スピード感を持って取り組んでまいります。

まず、マーケット起点の商品づくりでは、産地規模の拡大や流通体制の強化により、
も の

市場競争力を高めます。先般、本県の果物や野菜の販売促進のため、京都市場に行って

まいりましたが、いちごなどの戦略品目の県域生産、有望市場への集中出荷の効果が少

しずつ現れていることを実感しました。こねぎについて、大規模リース団地や集出荷施

設の整備を進めるほか、白ねぎについても、県域一元販売をスタートさせるなど、今後

とも、生産・出荷体制の強化に努めてまいります。

そうした中、葉たばこの廃作募集がありました。大変心配しましたが、生産者が意欲

的に転作に取り組んでいるところです。そこで、この機を捉え、高糖度かんしょ「甘太

くん」の産地拡大を進め、苗供給施設や選果貯蔵施設の整備に対し助成するほか、廃作
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農地の荒廃を防ぐため、市農業公社が行う農地保全経費に支援します。

儲かる農業を支える第二のポイントは、力強い経営体の確保・育成です。これまで企

業的経営農家の育成とともに、農業企業参入を進めてまいりましたが、二百社を目標に、

引き続き取り組んでまいります。また、新規就農者についても五年間で千人を目指して

取り組みます。昨年夏、県内で開催した新規就農相談会には、百八十六人が来場し、農

業に対する関心の高さを実感しました。そこで、農業大学校の就農準備研修などの受入

枠を拡大するとともに、農業研修から就農後の不安定な期間を支援する給付金の交付に

より、新規就農者の確保、定着を図ります。併せて、栽培技術を指導する支援員を地域

の戦略品目ごとに配置するなどサポート体制を強化します。また、農業経営の基盤強化

に向けては、農地提供者への協力金制度を創設し、集落の中核となる経営体への農地集

積を促進します。

畜産業は、農業産出額の三割を占めています。豊後牛の生産拡大によるブランド力強

化に向け、大規模経営体の倒産等に伴う空き牛舎を活用して規模拡大を図る生産者等に

対し、増頭経費の一部を助成します。

林業でも、素材生産の効率化や製材コストの圧縮など構造改革を進めます。特に、二

十七年の素材生産量百万立方㍍を目指し、森林の施業集約化と併せて、路網の整備や高

性能林業機械の導入に対して助成し、生産効率を上げるとともに、大分方式乾燥材の生

産量十万立方㍍に向け、木材乾燥機等の整備を支援するなど、製材の高品質、低コスト

化を推進します。

水産業では、養殖ヒラメ・養殖ブリなどをチャレンジ七魚種としてブランド化に取り

組んでいます。ヒラメ、ブリについて、かぼす添加餌料による高付加価値化を進めるほ

か、カワハギとの複合養殖を推進します。また、クルマエビ養殖池を活用したアサリ養

殖の実用化試験を実施するとともに、イタボガキの種苗生産技術を養殖業者に移転しま

す。

一方で、魚価の下落など厳しい経営環境にある養殖業を支援するため、低利の資金を

準備します。

本県農林水産業は、様々課題を抱えていますが、他方で、漸く構造改革に取り組む積

極的な動きが出てきたと思います。そこで、この機を逃さず、農林水産部予算は十五年

ぶりに前年度を上回る額を確保し、構造改革を加速してまいります。

（商工業の底力発揮）

本県の活力にとって大事なものづくり産業には今、世界経済の混迷や円高等の影響が、

ひしひしと押し寄せています。それでも、やはり本県中小企業は、変化するニーズを的

確に捉え、迅速な変革を行うなど懸命に対応しています。我々としても、そうした中小

企業を精一杯支援してまいります。

これまで、自動車や半導体の分野では、進出企業と連携して地場中小企業が技術を磨

き、経営力を高め、ビジネスチャンスの拡大に取り組んでいます。こうした取組を支援

しながら、新たな産業の芽を育て、集積を深化させます。

その一つは、医療産業の集積です。昨年末、本県の東九州メディカルバレー構想特区

が地域活性化総合特区の指定を受けました。これを生かし、産学官の連携による研究開
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発や人材育成を加速させるほか、地場企業の医療機器研究開発に対し助成するとともに、

医療関連分野への新規参入を支援します。先般開催した推進大会には、県内外から約二

百三十人が参加し、本構想に対する関心の高さを実感しました。

もう一つは、エネルギーの分野です。本県の特色と強みを生かしたエネルギー政策日

本一を目指し、総合的に取り組みます。

このため、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入などにより、今後、成長が

見込まれるエネルギー産業を県経済の新たな牽引産業に育成します。まずは、産学官で

構成する「エネルギー産業企業会」を立ち上げ、新技術・製品の開発、販路開拓、さら

には人材育成などの取組に支援します。併せて、発電効率の向上など先進的な課題の解

決に取り組む中小企業に対し助成してまいります。

また、再生可能エネルギーの導入促進に向けて、自立・分散型のエネルギーを組み合

わせて活用する地域コミュニティの取組を支援するとともに、削減効率の高い省エネ設

備の導入に対し助成するほか、県制度資金に自家発電施設や省エネ設備等の導入に対す

る融資枠を創設します。

併せて、農業水利施設を活用した小水力発電施設の導入に向けた詳細調査を四地区で

実施するとともに、林地残材を活用したバイオマス発電について、搬出・運搬コストの

削減による安定供給に向けた調査を実施します。

本県の雇用情勢は、なお厳しい状況にあります。先般、日本テキサス・インスツルメ

ンツ日出工場の閉鎖発表がありましたが、経済環境や産業構造が変化する中で、地域経

済を活性化し、雇用を守るためには、やはり、産業集積や雇用機会の創出を図っていか

なければなりません。その意味で、日田キヤノンマテリアルの操業開始には、期待をし

ているところですが、引き続き、企業誘致による雇用確保を図るとともに、雇用創出効

果が期待される創業について、年間三百を目標に、セミナーや学生起業家コンテストな

どを開催します。また、雇用確保のための基金を活用し、市町村事業も合わせて、約八

百七十人の新規雇用を創出します。

（海外戦略、観光・ツーリズムの推進）

昨年は、湖北省を公式訪問し、香港でのプロモーションも実施しました。海外展開に

対する県内企業の熱意とともに、今後の展開の可能性を実感したところです。

ものづくりの分野では、半導体産業を中心とした韓国、台湾企業との連携マッチング

や、自動車市場が拡大するインドネシアへのミッション派遣のほか、湖北省との経済交

流を進めます。また、県産品の輸出では、上海、タイに加え、韓国、香港の見本市や湖

北省の中国食品博覧会にも出展します。

ツーリズムの振興も大事な戦略です。海外観光客の誘致については、中国、韓国から

の大型国際クルーズ船の受入態勢整備と併せ、さらなる誘致を進めるほか、大分・ソウ

ル線の利用促進のため、エージェントの旅行商品造成を支援するとともに、出入り双方

の利用拡大に向けた助成を行います。

国内観光では、昨年の本県の国内宿泊客数は、震災の影響を受ける中、前年を上回り

ました。特に、九州新幹線全線開業以降の関西圏域からの宿泊客数の増加は顕著です。

そこで、関西エリアからの年間宿泊客百万人を目指し、大阪の千里中央駅前広場で観光
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誘客イベントを実施するとともに、ＪＲ九州キャンペーンと連携し、県内周遊ルートの

造成など新幹線利用者の誘客を強化します。

第三 人を育て、社会資本を整え、発展する大分県

（教育環境の充実）

難しいこの時代を乗り切る人材の育成には、全力で取り組み、教育の再生を図ります。

小・中学校の学力は、二十三年度の基礎・基本定着状況調査で、小学校の国語を除く

四教科で偏差値五十を超えました。これを伸ばし、九州トップレベルを目指します。そ

のため、県独自の定着状況調査に理科を追加し、学力向上支援教員の配置を小学校の国

語、理科に重点化します。

高等学校では、後期再編整備計画に沿って、大分東高校の農業系学科設置などのため、

実習施設等を整備します。併せて、農業系学科の生徒が、地域農業を支える人材として

育つよう、学校農業クラブ活動を活性化します。このほか、県立学校の耐震工事が今年

度で完了することから、学習環境の改善や学校施設の長寿命化のため、外壁や教室の改

修を計画的に実施します。

他方、県教育の一翼を担う私学は、学力やスポーツをはじめ各分野で目覚ましい活躍

をみせています。個性輝く学校づくりを支援するとともに、耐震化では、公立並みの助

成となるよう県単独の上乗せを嵩上げし、二十七年度までの完了に向けて取組を加速し

ます。

（芸術・文化、スポーツの振興）

美術館の建設に向けては、先般、基本設計素案を公表しました。県民の皆さんのご意

見をお聞きしながら、県民に開かれた、誰もが自分たちの応接間と思える大分らしい美

術館のイメージを固め、実施設計に着手するほか、駐車場用地として隣接地を取得しま

す。また、県民とともに成長する美術館の開館に向けて、「まちなかアートハウス」を設

置し、商店街や芸術関係者等と一体となった芸術作品の展示などを年間を通して実施す

るとともに、大分市美術館と芸術会館が連携した企画展を同時期に開催します。

また、全国高等学校総合体育大会が、二十五年七月に、北部九州四県で共同開催され

ます。大分の情報を全国に発信するとともに、県代表校の上位入賞に向け、優秀指導者

の招へいなど競技力向上を図ります。

（社会資本の整備）

将来の発展基盤、交通ネットワークの形成も急がれます。東九州自動車道、中九州横

断道路、中津日田道路といった戦略的道路の整備を促進します。東九州自動車道の蒲江

・県境間の二十四年度供用が確実となる中、その他の区間についても、二十六年度供用

を目指し、佐伯・蒲江間も必要額を確保します。中九州横断道路は大野・朝地間の整備

を促進するとともに、中津日田道路では、中津三光道路の整備を急ぎ、中津港と東九州

自動車道の二十六年度接続を目指します。

また、大分市中心部も、連続立体高架の完成に伴う南北の連携などにより、漸く県都

らしい姿に変わろうとしています。そうした中で、庄の原佐野線の大分川渡河橋建設に

も着手します。

さらに、懸案でありました玉来ダムについて、国の整備継続の方針決定を受け、ダム
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本体の詳細設計に着手します。

以上が予算の概要であります。歳入予算の主な内訳は、

県 税 九百九十億円

地方交付税 千七百五十億円

国庫支出金 八百三十四億千二百余万円

繰 入 金 二百八十億四千六百余万円

県 債 八百九十一億二千四百万円 であります。

二十四年度の地方財政対策では、僅かながら前年度を上回る一般財源総額が確保され、

本県の県税、地方交付税なども幾分増額を見込んでいます。しかし、その大半を増嵩す

る扶助費、公債費に振り向けざるを得ない厳しい現実に接し、改めて、確固たる財政基

盤構築の重要さを考えさせられたところであります。

現在、行政の質を高め、行革を実践するための行財政高度化指針を策定中であり、今

後の財政収支見通しについても、当初予算並びに今年度三月補正予算を踏まえて作成し

ているところですが、当初予算では、この指針を先取りし、基金の有効活用や遊休庁舎

の売却等に取り組んだところです。

そうした中、財政調整用基金は、取崩額を過去十年間で最少の七十五億円に抑え、県

債でも、発行額を前年度以下に抑制し、臨時財政対策債を除く実質的な残高を十一年連

続で減少させたところです。

今後とも、弛まず行革を進め、変化に対応し得る行財政基盤の構築に、油断なく取り

組んでまいります。

このほか、予算関係では、債務負担行為六十件、特別会計予算議案十一件、企業会計予

算議案三件を提出していますが、説明は省略いたします。

三 予算外議案の概要

予算外議案については、各議案の末尾に提案理由を付していますので、主なものにつ

いて申し上げます。

第二十一号議案 大分県税条例等の一部改正については、東日本大震災を受け、緊急

に実施する防災対策の財源を確保するため、個人県民税の均等割の税率に関し、期限を

定めて特例を設けるものなどであります。

第三十三号議案 特定非営利活動促進法施行条例の一部改正については、特定非営利

活動に対する寄附を促進しＮＰＯ法人の財政基盤を確立するため、地域に根差した公益

の増進に寄与するＮＰＯ法人を、都道府県が認定する制度が創設されたことから、認定

申請等に関する事項を定めるものなどであります。

第四十七号議案 大分県港湾施設管理条例の一部改正については、中津港の利用促進

を図るため、新たに使用開始する附属地の使用料について、期限を定めて減額するもの

であります。

第五十三号議案 大分県立芸術会館の設置及び管理に関する条例等の一部改正につい

ては、施設設備の老朽化等により、県立芸術会館の文化ホールを廃止するとともに、同
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施設を利用していた学校及び学校教育関係団体等への影響を考慮し、大分県立総合文化

センターの利用料金の特例を設けるものであります。

以上をもちまして、提出しました諸議案の説明を終わります。

何とぞ、慎重御審議のうえ、御賛同いただきますようお願い申し上げます。


